
 

 

 

伊賀市人権学習企業等連絡会 会則 

（名称） 

第１条 この連絡会は、伊賀市人権学習企業等連絡会（以下「本会」という。）

という。 

 

（目的） 

第２条 本会は、あらゆる差別の撤廃のために、住民、地域団体、行政などと連

携し、企業等の立場から「一人ひとりの人権が尊重され、誰もがその個性と能

力を十分に発揮できる機会が認められる地域の社会環境づくり」の取組を進

めるとともに企業等においても明るく健やかな職場環境の整備を目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本会は第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１)住民、地域団体、行政などと連携し、あらゆる差別の撤廃に向けた人権啓

発及び研修、会員企業等への支援 

(２)基本的人権の尊重を基調にした就職の機会均等に関する啓発及び研修 

(３)研修、啓発についての情報交換、連絡調整 

(４)その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

（組織） 

第４条 本会は伊賀市に所在する企業、事業所等をもって組織する。ただし、複

数事業所を有する企業等については、その代表事業所を登録することもでき

る。その場合には、他の事業所名を報告することとする。 

 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置き、総会で承認を受けるものとする。ただし、会長、

副会長、事務局長、会計および監事は理事の互選とする。 

(１)会長       １名 

(２)副会長     若干名 

(３)事務局長     １名 

(４)会計       １名 

(５)理事    ２０名程度 

(６)監事       ２名 

 

 

 



 

 

 

（役員の職務） 

第６条 役員は次の職務を行う。 

(１)会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

(２)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

(３)事務局長は、本会の事務を掌る。 

(４)会計は、本会の会計を掌る。 

(５)理事は、本会の運営にあたり、総合調整等に努める。 

(６)監事は、本会の会計および会務を監査する。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員は前任役員

の企業等から選出し、その任期は残任期間とする。 

 

（会議） 

第８条 本会の会議は、次のとおりとする。 

(１)総会 

(２)理事会 

(３)専門部会 

２ 総会は、年１回会長が招集し開催する。ただし、理事の過半数の要請があ

れば臨時に総会を開催することができる。 

３ 総会および理事会の議長は会長が行う。 

４ 総会は、出席会員の過半数をもって議決する。 

５ やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され

た事項について書面をもって評決し、又は他の会員を代理人として議決を委

任することができる。 

６ 理事会は、必要に応じて会長が招集する。 

７ 理事会は、会長、副会長、事務局長、会計、監事および理事をもって構成

する。 

８ 理事会は、構成役員の過半数の出席により成立し、出席役員の過半数をも

って議決する。 

９ 専門部会は、必要に応じて理事会で協議し設置する。 

10 専門部会の運営は部会長があたる。 

 

 

 

 



 

 

 

（総会） 

第９条 総会は、次の各号に掲げる事項を承認する。 

(１)事業計画および事業経過報告 

(２)歳入歳出予算及び決算 

(３)会則の改正 

(４)役員の選出 

(５)その他、本会の運営に関する事項 

 

（理事会） 

第 10 条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議し決定する。 

(１)総会に付議すべき事項 

(２)事業計画および事業経過報告 

(３)歳入歳出予算及び決算 

(４)会則の改正 

(５)その他、本会の運営に関する事項 

 

（会計） 

第 11 条 本会の運営費用は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。 

２ 会費は、年会費３，０００円とする。ただし、代表事務所を登録している

企業等については、別途細則に定める。 

３ 途中加入についての会費は、年会費を徴収する。また、退会については、

会費を返金しない。 

４ 決算において、歳入と歳出の状況によりその残額の一部を特別会計（周年

記念事業会計）として積み立てることができる。 

５ 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（事務局） 

第 12 条 本会の事務局は、伊賀市産業農林部産業政策課に置く。 

 

（庶務） 

第 13 条 本会の庶務は、事務局において所掌する。 

 

（その他） 

第 14 条 会則の具体的な内容は細則に定める。 

第 15 条 本会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会に諮って会長が定め

る。 



 

 

 

 

付 則 

この会則は、２０１５（平成２７）年１１月１３日から施行する。 

付 則 

この改正会則は、２０１７（平成２９）年１１月２９日から施行する。 

 付 則 

この改正会則は、２０１９（令和元）年６月１１日から施行する。 

 付 則 

この改正会則は、２０２４（令和６）年５月８日から施行する。 

 付 則 

この改正会則は、２０２５（令和７）年 6 月 5 日から施行する。 

 付 則 

この改正会則は、２０２６（令和８）年 6 月１日から施行する。 

 

 


